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(57)【要約】
【課題】その内部にピストン（２０）が、上死点（ＯＴ
）と下死点（ＵＴ）との間で直線的に移動可能に受容さ
れている、少なくとも１つの燃焼シリンダ（１０）を備
えるレシプロ式内燃機関（１）の駆動方法を提供する。
【解決手段】本方法は以下を含んでいる。すなわち、燃
料と燃焼空気とを燃焼させることによってピストンの動
力行程を実現するために、燃料と燃焼空気とを燃焼シリ
ンダの燃焼室（１３）に投入することと、付加流体（Ｚ
Ｆ）によって燃焼に影響を及ぼすために、付加流体を燃
焼室に投入することと、である。燃焼シリンダの燃焼室
内で最適な燃焼を実現するために、付加流体が燃料や燃
焼空気とは別に直接燃焼室に注入される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その内部にピストン（２０）が、上死点（ＯＴ）と下死点（ＵＴ）との間で直線的に移
動可能に受容されている、少なくとも１つの燃焼シリンダ（１０）を備えたレシプロ式内
燃機関（１）の駆動方法であって、
　燃料と燃焼空気とを燃焼させることによって前記ピストン（２０）の動力行程を実現す
るために、燃料と燃焼空気とを前記燃焼シリンダ（１０）の燃焼室（１３）に投入するこ
とと、
　付加流体（ＺＦ）によって燃焼に影響を及ぼすために、該付加流体（ＺＦ）を前記燃焼
室（１３）に投入することと、を含んだ方法において、
　前記付加流体（ＺＦ）が燃料や燃焼空気とは別に直接前記燃焼室（１３）に注入される
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ピストン（２０）が下死点（ＵＴ）近くにあるときに、前記付加流体（ＺＦ）が前
記燃焼室（１３）に注入されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ピストン（２０）が下死点（ＵＴ）にあるときに、前記付加流体（ＺＦ）が前記燃
焼室（１３）に注入されることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記付加流体（ＺＦ）を前記燃焼室（１３）に注入するための下死点（ＵＴ）として、
前記ピストン（２０）の動力行程にすぐ先立つ上死点（ＯＴ）直前の下死点（ＵＴ）が選
択されることを特徴とする請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　付加流体（ＺＦ）として水が前記燃焼室（１３）に注入されることを特徴とする請求項
４に記載の方法。
【請求項６】
　燃料として発火しにくいガスが前記燃焼室（１３）に投入され、かつ付加流体（ＺＦ）
として発火しやすいガスが前記燃焼室（１３）に注入されることを特徴とする請求項４に
記載の方法。
【請求項７】
　前記付加流体（ＺＦ）は、前記燃焼室（１３）に流入する点火オイルの噴出、または燃
料と燃焼空気とからできた混合気を点火するために意図されている予熱室の火と部分的に
重なり合うように、前記燃焼室（１３）に注入されることを特徴とする請求項１から６の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記付加流体（ＺＦ）は、前記燃焼室（１３）の少なくとも１つの圧搾区域（１３．１
）に向かって注入されることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　付加流体（ＺＦ）として発火しにくいガスが、燃料と燃焼空気とからできた混合気の発
火の間、前記燃焼室（１３）に注入されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記付加流体（ＺＦ）を前記燃焼室（１３）に注入するための下死点（ＵＴ）として、
前記ピストン（２０）の動力行程にすぐ先立つ上死点（ＯＴ）の直後の下死点（ＵＴ）が
選択され、かつ付加流体（ＺＦ）として排ガス後処理剤好ましくはアンモニアが、前記燃
焼室（１３）に注入されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、その内部にピストンが、上死点と下死点との間で直線的に移動可能に受容さ
れている、少なくとも１つの燃焼シリンダを備えるレシプロ式内燃機関を駆動するための
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、請求項１のおいて書きに従って構成された方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冒頭で述べられたような方法は、たとえば特許文献１から知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００６０５４２２７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、請求項１のおいて書きに記載の方法を提供することであり、それによ
って燃焼シリンダの燃焼室内で最適な燃焼が実現可能になる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　これは、請求項１に記載の方法によって達成される。本発明のさらなる形態は、従属請
求項において定義されている。
【０００６】
　本発明に従って提供されるのは、その内部にピストンが、上死点と下死点との間で直線
的に移動可能に受容されている、少なくとも１つの燃焼シリンダを備えたレシプロ式内燃
機関の駆動方法であって、本方法は、以下のステップを含んでいる。すなわち、燃料と燃
焼空気とを燃焼させることによってピストンの動力行程を実現するために、燃料と燃焼空
気とを燃焼シリンダの燃焼室に投入するステップと、付加流体によって燃焼に影響を及ぼ
すために、好ましくは燃料や燃焼空気とは異なる付加流体を燃焼室に投入するステップと
、である。本発明に係る方法は、付加流体が燃料や燃焼空気とは別に直接燃焼室に注入さ
れることによって優れている。
【０００７】
　付加流体が燃料や燃焼空気とは別に直接燃焼室に注入されるので、燃焼室への付加流体
の投入を、燃料と燃焼空気とから形成される混合気の燃焼プロセスおよび／または点火時
点に関係なく制御でき、ひいては燃焼への達成されるべき影響に最適に適合させることが
できる。
【０００８】
　本発明に係る方法によって、直接燃焼室への付加流体の噴射もしくは注入は、燃料と燃
焼空気とから形成される混合気の燃焼前、燃焼中および／または燃焼後に可能である。そ
れによって、燃焼シリンダの燃焼室内での燃焼にフレキシブルに影響を及ぼすことと、ひ
いては燃焼をより良好に最適化することが実現可能である。
【０００９】
　本発明の一実施形態に従えば、ピストンが下死点（ＵＴ）近くにあるときに、付加流体
が燃焼室に注入される。好ましくは、ピストンが下死点にあるときに、付加流体が燃焼室
に注入される。
【００１０】
　本発明のさらなる一実施形態に従えば、付加流体を燃焼室に注入するための下死点とし
て、ピストンの動力行程にすぐ先立つ上死点（ＯＴ）直前の下死点が選択される。つまり
ピストンの圧縮行程と動力行程との間の点火上死点（ＺＯＴ）直前の下死点が選択される
。
【００１１】
　さらに本発明の一実施形態に従えば、付加流体として水が燃焼室に注入される。
【００１２】
　そのような直接水噴射（ＷＤＩ）によって、レシプロ式内燃機関の有害物質排出を削減
でき、出力の上昇とノッキングの最小限化を達成できる。水の形状で付加流体を、点火上
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死点前の下死点で噴射もしくは注入すれば、圧縮された水の気化冷却によって、燃焼の効
率を向上させることができる。
【００１３】
　さらに本発明のさらなる一実施形態に従えば、燃料として発火しにくいガスが燃焼室に
投入され、付加流体として発火しやすいガスが燃焼室に注入される。
【００１４】
　本発明に係る方法のこのような構成に従えば、あまり発火しないもしくは発火しにくい
ガスの燃焼は、よく発火するもしくは発火しやすいガスもしくは点火ガスを付加的に注入
することによって、最適化され得る。
【００１５】
　本発明の一実施形態に従えば、付加流体は、燃焼室に流入する点火オイルの噴出、また
は燃料と燃焼空気とからできた混合気を点火するために意図されている予熱室の火と部分
的に重なり合うように、燃焼室に注入される。
【００１６】
　本発明に係る方法のこのような構成に従えば、付加流体の噴射もしくは注入は、たとえ
ば燃料と燃焼空気との混合気を局所的に濃縮することによって、混合気の点火傾向を促進
もしくは向上させることができる。
【００１７】
　さらに本発明の一実施形態に従えば、付加流体は、燃焼室の少なくとも１つの圧搾区域
に向かって注入される。
【００１８】
　圧搾区域もしくは圧搾エッジ（たとえばピストンのピストンヘッドにある）は、たとえ
ば燃料と燃焼空気との混合気を燃焼室内で旋回させるために用いられる。圧搾区域は、ピ
ストンが燃焼シリンダのシリンダヘッドに接近することによって、混合気が押しのけられ
ることになる区域であり、それによってこれらの区域は、部分的にまたはまったく燃焼で
きない。
【００１９】
　好ましくは圧搾区域のような、特定の燃焼室への付加流体の意図的な噴射は、有効な燃
焼室の拡大によって、より良好な実行率ひいては燃焼もしくはレシプロ式内燃機関のより
良好な効率を可能にし、燃焼室内の付加的なチャージ運動とひいては、排ガスとして発生
する炭化水素の削減をもたらす。
【００２０】
　本発明のさらなる一実施形態に従えば、付加流体として発火しにくいガスが、燃料（好
ましくは高品質の発火しやすい燃料）と燃焼空気とからできた混合気の発火の間、燃焼室
に注入される。
【００２１】
　本発明に係る方法のこのような構成に従えば、それによって、意図的に低品質の燃料を
噴射もしくは注入でき、レシプロ式内燃機関の駆動コストの削減に貢献できる。
【００２２】
　さらに本発明のさらなる一実施形態に従えば、付加流体を燃焼室に注入するための下死
点として、ピストンの動力行程にすぐ先立つ上死点の直後の下死点が選択される。つまり
点火上死点直後の下死点が選択される。その際付加流体として好ましくは、排ガス後処理
剤好ましくはアンモニアが、燃焼室に注入される。
【００２３】
　本発明に係る方法のこのような構成に従えば、レシプロ式内燃機関の排ガス内の窒素酸
化物を還元するために意図され得るＳＣＲ（選択的触媒還元）触媒コンバータ、および／
またはＳＣＲ触媒コンバータ手前の混合区間をなくすことができる。これは、付加物質に
よる排ガス後処理の別形状にも当てはまる。
【００２４】
　本発明は明確に、請求項の詳細な引用からの特徴の組み合わせによってもたらされてい
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ない実施形態にも拡大し、それによって本発明の開示された特徴は、それが技術的に合理
的であるならば、任意に互いに組み合わされていてよい。
【００２５】
　以下において、本発明が、好ましい実施形態に基づいてかつ添付の図に関連して、より
詳細に記述される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】レシプロ式内燃機関の燃焼シリンダの縦断面図である。
【図２】図１の線Ａ－Ａに沿って見た、図１の燃焼シリンダの横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１と図２から明らかなように、たとえば２サイクル方式あるいは４サイクル方式で作
動するディーゼル機関あるいはオットー機関として形成されていてよい、本発明に係るレ
シプロ式内燃機関１（完全には図示されず）は、少なくとも１つの燃焼シリンダ１０を備
え、当該燃焼シリンダ１０内に、ピストン２０が上死点ＯＴ（ピストンに付加的に２０．
１の番号が付けられている）と下死点ＵＴ（ピストンに付加的に２０．２の番号が付けら
れている）との間で直線的に移動可能に受容されている。
【００２８】
　燃焼シリンダ１０はシリンダヘッド１１を備え、当該シリンダヘッド１１内に、燃料・
燃焼空気供給装置１２が受容されており、当該燃料・燃焼空気供給装置１２を介して燃料
と燃焼空気とが燃焼シリンダ１０の燃焼室１３に投入可能である。
【００２９】
　燃料・燃焼空気供給装置１２は、たとえば燃料噴射ノズルと、１つあるいは複数の給気
バルブとを備えてよい。
【００３０】
　燃焼シリンダ１０のシリンダヘッド１１には、その上、付加流体供給装置１４が受容さ
れており、当該付加流体供給装置１４を介して付加流体ＺＦが、燃料や燃焼空気とは別に
燃焼シリンダ１０の燃焼室１３に投入可能である。
【００３１】
　付加流体供給装置１４は、たとえば噴射ノズルを備えてよく、通常のレシプロ式内燃機
関に追加装備するために、たとえば排気バルブ用に備えられた、シリンダヘッド１１の開
口部もしくは通路内に設けられてよい。
【００３２】
　以下に、図１と図２に関連して、レシプロ式内燃機関１を駆動するための、本発明に係
る方法の実施形態が記述される。
【００３３】
　本発明に従えば、レシプロ式内燃機関１の駆動方法は、少なくとも以下のステップを含
んでいる。すなわち、燃料と燃焼空気とを燃焼させることによってピストン２０の動力行
程を実現するために、燃料・燃焼空気供給装置１２によって燃料と燃焼空気とを燃焼シリ
ンダ１０の燃焼室１３に投入するステップと、付加流体ＺＦによって燃焼に影響を及ぼす
ために、付加流体供給装置１４によって好ましくは燃料や燃焼空気とは異なる付加流体Ｚ
Ｆを燃焼室１３に投入するステップと、であり、付加流体ＺＦは燃料や燃焼空気とは別に
直接燃焼室１３に注入される。
【００３４】
　本発明に係る方法の一実施形態に従えば、ピストン２０が下死点ＵＴ近くにあるときに
、付加流体ＺＦが燃焼室１３に注入される。好ましくは、ピストン２０（２０．２）が下
死点ＵＴにあるときに、付加流体ＺＦが燃焼室１３に注入される。
【００３５】
　本発明に係る方法のさらなる一実施形態に従えば、付加流体ＺＦを燃焼室１３に注入す
るための下死点ＵＴとして、ピストン２０の圧縮行程と動力行程との間の点火上死点（Ｏ
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【００３６】
　本発明に係る方法の一実施形態に従えば、ピストン２０の点火上死点直前の下死点ＵＴ
（あるいはその近く）で、付加流体ＺＦとして、水が燃焼室１３に注入される。
【００３７】
　本発明に係る方法の代替的な一実施形態に従えば、燃料として発火しにくいガスが燃焼
室１３に投入され、たとえば、ピストン２０の点火上死点直前の下死点ＵＴ（あるいはそ
の近く）で、付加流体ＺＦとして、発火しやすいガスが燃焼室１３に注入される。
【００３８】
　本発明に係る方法の一実施形態に従えば、付加流体ＺＦは、燃焼室１３に流入する点火
オイルの噴出、あるいは燃料と燃焼空気とからできた混合気を点火するために意図されて
いる予熱室の火（図示されず）と部分的に重なり合うように、燃焼室１３に注入される。
【００３９】
　本発明に係る方法の一実施形態に従えば、付加流体ＺＦは、燃焼室１３の少なくとも１
つの圧搾区域１３．１に向かって注入される。
【００４０】
　本発明に係る方法の代替的な一実施形態に従えば、付加流体ＺＦとして発火しにくいガ
スが、燃料（好ましくは価値が高く発火しやすい燃料）と燃焼空気とからできた混合気の
発火の間、燃焼室１３に注入される。
【００４１】
　本発明に係る方法のさらなる代替的な一実施形態に従えば、付加流体ＺＦを燃焼室１３
に注入するための下死点ＵＴとして、点火上死点直後の下死点ＵＴが選択され、付加流体
ＺＦとして好ましくは、好ましくはアンモニアのような排ガス後処理剤が、燃焼室１３に
注入される。本発明に従えば、別の排ガス後処理剤が考えられ得る。
【符号の説明】
【００４２】
　１　レシプロ式内燃機関
　１０　燃焼シリンダ
　１１　シリンダヘッド
　１２　燃料・燃焼空気供給装置
　１３　燃焼室
　１３．１　圧搾区域
　１４　付加流体供給装置
　２０　ピストン
　２０．１　上死点のピストン
　２０．２　下死点のピストン
　ＺＦ　付加流体
　ＯＴ　上死点
　ＵＴ　下死点
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【図１】
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【図２】
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